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太陽光発電の現状（導入量、導入促進策等）
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太陽光発電の累積導入量の推移（万ｋW）

現在の導入促進策
○ 補助金（住宅用・事業用・公共用） 税制優遇

データ（２００５年時点）

○ 導入量 約１４２万ｋＷ（原油換算３５万ｋｌ）
○ 発電原価 約４９円／ｋＷｈ
○ ＣＯ２削減コスト(試算)：６万９千円/ｔ-ＣＯ２

普及の流れ
○ 住宅（現状８割） ⇒ 非住宅 ⇒ メガソーラー

※ 海外では、日本と逆の順番に普及しているケースもある
※ 電事連は、２０２０年までに約３０地点でのメガソーラー建設計画

を発表（２００９年９月）

我が国の導入量の見通し

2000 2005 2008
○ 補助金（住宅用・事業用・公共用）、税制優遇
○ 余剰電力買取制度
○ ＲＰＳ制度(買取制度対象外のものに限る)
○ 研究開発・実証試験

太陽光発電の新たな買取制度

買取収入
（住宅用48円/ｋＷｈ等）

余剰となる電気

太陽光発電の導入者

電気
電
力
会
社

需
要
家

買取収入
（住宅用以外24円/ｋＷｈ等）

余剰となる電気

太陽光サーチャージ
（全電力需要家による負担）

※現在、「再生可能エネルギーの全量買取制度」を検討中 １



太陽光発電の現状

市場シェア
２００５年は世界シェア約５０％（８３３ＭＷ）

⇒ ２００８年は世界シェア約１８％（約６分の１）
（１２２０ＭＷ、２００５年から約１．５倍増）

※同期間に、世界における生産量は約４．４倍に急増
※欧米系企業が中国・台湾でフルターンキーによる量産開始

将来の市場
２０２０年に最大１０兆円（世界シェアを３分の１まで
回復したケース）、雇用規模最大１１万人
（ソーラー・システム産業戦略研究会報告書、２００９年３月）

＜非住宅用（元住吉駅）＞
（神奈川県川崎市）

＜住宅用＞
（群馬県太田市）

＜メガソーラー＞
（山梨県北杜市）

太陽光発電の導入事例

太陽光発電のコスト（２００８年） 革新的太陽光発電の技術開発の例
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太陽光 風力 水力

５～６円

火力
（LNGの場合）

原子力

約２４円

システム価格を
３～５年後に半額程度にまで低減
低炭素社会づくり行動計画、２００８年

太陽光発電のコスト（２００８年）

結晶シリコン型太陽電池

→ 製造コストの低減

薄膜シリコン型太陽電池

→ 変換効率の向上、大面積化

ＣＩＳ系薄膜太陽電池

→ 変換効率の向上、大量生産技術

革新的太陽光発電の技術開発の例

有機系太陽電池（色素増感、有機
薄膜型など）

→ 変換効率の向上、低コスト化

２



太陽光発電の導入に関する政策支援措置（補助金と税制）太陽光発電の導入に関する政策支援措置（補助金と税制）

住宅用 非住宅用

新築 既築

補
助
金

○ 太陽光発電設備を設置する場合、１ｋＷあたり７万円を補助
・ １家庭の標準的設備容量３～３.５ｋＷの設置で２１～２５万円
に相当
・ 補助対象の設備の条件は、次のとおり
①変換効率が一定以上のもの
②一定の品質・性能が一定期間確保されているもの
③kWあたりのシステム価格（施工費含む）が７０万円以下のもの

【住宅用太陽光発電導入支援対策補助金】
平成２０年度一次補正予算額 ９０億円

平成２１年度予算額 ２０１億円
平成２１年度補正予算額 ２２０億円

○ 太陽光発電設備を設置する場合であって、
①設置主体が公的機関や非営利民間団体
（地方自治体、学校、病院など）のとき
②設置主体が民間事業者であっても、地方自
治体と連携して設置するとき
事業費の１/２以内を補助

○ 上記以外の場合には､事業費の１/３以内を補助
【新エネルギー等導入加速化支援対策費補助金】

平成２１年度予算額 ３６４億円
平成２１年度補正予算額 １６１億円平成２１年度補正予算額 ２２０億円

平成２２年度当初予算案額 ４０１億円
平成２１年度補正予算額 １６１億円
平成２２年度当初予算案額 ３４５億円

税
制

○ ローンを組んで新築住宅を
取得する場合、太陽光発電設
備の設置も含めたローンの年
末残高に対して
①一般住宅：1.０％
②長期優良住宅：１.２％
を所得税から控除
・ 控除期間は最大１０年
・ 控除額上限は
①一般住宅：５００万円
②長期優良住宅：６００万円
【住宅ローン減税の延長・拡充】

平成２１年度改正（適用期間：５年間）

○ ローンを組まずに既築住宅
の省エネ改修工事を行う場合
であって、太陽光発電設備を
設置するとき
・ これら工事費用の１０％を
所得税額から控除
・ 対象工事費用上限は３００
万円

【住宅の省エネ改修に係る投資型
減税措置の創設】
平成２１年度創設（適用期間：２年間）

○ 太陽光発電設備を設置する場合に、
①所得税又は法人税の額から取得額の７％を
税額控除（中小企業等の場合のみ）
又は
②初年度の即時償却（取得価格の全額）
【エネルギー需給構造改革推進投資促進税制】

平成２１年度改正（初年度即時償却の適用期間：２年間）

○ 太陽光発電設備を設置する場合に、課税される
固定資産税について、最初の３年間の課税標準
を２/３に軽減
・ 対象の設備は、国の補助金を受けて設置され
るもので、１０ｋＷ以上のもの
【太陽光発電設備に対する課税標準の特例措置】

平成２１年度創設（適用期間：２年間）

３



「太陽光発電の導入拡大のためのアクションプラン」「太陽光発電の導入拡大のためのアクションプラン」

○ 太陽光発電に関する累次の政府決定等を踏まえ、広く関係者の取組みを促すべく、当面の具体的措置を明確化
するものとして、２００８年１１月に「太陽光発電の導入拡大のためのアクションプラン」を策定・公表。

○ 道路、鉄道、港湾、空港などの公的施設の分野については国土交通省と、小・中学校、高校・高専、大学等の教育
施設の分野については文部科学省と、それぞれ連携して取り組むことを打ち出したもの。

○ ２００８年１１月以来の施策やプロジェクトなどの展開を踏まえ、これまでの取組みを確実なものとし、かつ、新たな
取組みの掘起しを行うべく、本年３月、進捗状況のフォローアップと今後の取組みを整理（「アクションプラン」の改
訂）。

（１）公的分野をはじめとする導入拡大の多様化・加速化
－ 学校、病院などをはじめ、コンビニエンスストア、
ガソリンスタンドなど、地域の「拠点」となるさまざま
な「場」への導入拡大 など

鉄道：駅舎道路：高速道路の法面

【参考：既に導入・計画されている例】
臨海部：コンビナート地（計画）

【改訂のポイント】

（２） 地域の特徴を活かしたプロジェクトの展開
－ 電力会社などによる「メガソーラー」計画の具体
化、次世代エネルギーパークの活用などをはじめ、
地域関連企業との連携のもとでの特色あるプロ
ジェクトの展開 など

（３） 政策支援措置の展開
－ 住宅用導入補助金の実施、省エネ改修時の導
入に対する投資型減税措置、余剰電力の買取制
度の検討開始 など

これらについて、「これまでの主な取組み」と「今後
の新たな取組み」に大別して整理。
連携省庁は、昨年１１月の段階での４省（経済産業
省・文部科学省・国土交通省・環境省）に加えて、警
察庁・総務省・厚生労働省・農林水産省・内閣官房
が新たに参加。９省庁での連携した取組みを展開。

（神奈川県・川崎市の元住吉駅）
１４０KW

（大阪府・吹田市の千里万博公園）
２００KW

（羽田空港・国際貨物ターミナル）
２０００KW ※完成イメージ

空港：貨物ターミナル（計画）教育施設：校舎のひさし

（東京都・武蔵野市 大野田小学校）
２１KW

（大阪府ｼｬｰﾌﾟ「21世紀型ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ」 ）
１８０００ＫW ※完成イメージ

（長野県・セブン-イレブン
駒ヶ根上穂栄町店）

５．２KW

コンビニエンスストア

（群馬県・平出椎茸生産組合）
２００KW

農業施設

（愛知県・コスモ石油株式会社
幸田ＳＳ）

２５KW

病院施設ガソリンスタンド

（岡山県・倉敷神経科病院）
４０KW ４



ソーラー・システム産業戦略研究会ソーラー・システム産業戦略研究会 報告書について報告書について

○我が国の太陽光発電関連産業の競争力の維持・強化を図るため、エネルギー政策のみならず、産業政策の視点から
今後の太陽光発電産業のあり方について取りまとめたもの（昨年３月）。
○２０２０年時点における太陽光発電関連の経済効果は最大で約１０兆円、雇用規模は最大で約１１万人と予測される。

○短期的には、量産効果と技術革新により、太陽光発電システムの発電コストを現在の半分程度の水準にすることを目
指す。中長期的には、我が国の太陽電池セル生産量の世界シェアについて、２０２０年に３分の１超まで引き上げることを
目標とする。

１．供給サイドの取組 ２．需要サイドの取組

○積極的な国内・海外展開と産業間連携

○「システム・インテグ
レーター」の育成

・消費者の「ニーズ」を

○積極的な国内・海外展開と産業間連携

○「システム・インテグ
レーター」の育成

・消費者の「ニーズ」を

太陽光発電システムの普及を契機とした
「未来型エネルギー社会」の形成

○研究開発戦略・標準戦略による競争力強化

・産学官連携による革新的
な研究開発
・耐久性、性能等の評価指
標や評価手法の確立

○研究開発戦略・標準戦略による競争力強化

・産学官連携による革新的
な研究開発
・耐久性、性能等の評価指
標や評価手法の確立

３．制度環境の整備

○太陽光発電の新たな買取制度の創設
・余剰電力の買取

○工場立地や都市計画における太陽電池のあり方
○海外の認証制度との連携

○適正な中古市場の形成とリサイクルシステムの構築
・レンタル・リースなど多様な導入形態
・使用済み太陽電池モジュールの回収のあり方 など

○シリコン等の原材料の安定的な確保
・政府金融及び貿易保険等の機能の活用 など

（注）太陽電池の発電コストが低下し、系統電力との関係において価格面で同等となった状態。

・消費者の「ニ ズ」を
的確に捉えたシステム
の販売
・設計・施工一括発注

方式の活用 など

・消費者の「ニ ズ」を
的確に捉えたシステム
の販売
・設計・施工一括発注

方式の活用 など

など

○グリッド・パリティ（注）

の実現に向けた関係者
の努力

など

○グリッド・パリティ（注）

の実現に向けた関係者
の努力

５


